
 

納税通知書等作成業務委託契約書（案） 

 

 

 

発注者 青森市長島一丁目１番１号 

 青  森  県 

 

 

受注者  

          

 

 

 

 上記当事者間において、納税通知書等作成業務委託のため、次のとおり契約

を（ただし、              を除く。）締結した。 

 

 （委託業務等） 

第１条 発注者は、次に掲げる業務（以下「委託業務」という。）の実施を受注

者に委託し、受注者は、これを受託した。 

業 務 名  納税通知書等作成業務 

業務内容   別紙仕様書のとおり 

２ 受注者は、委託業務の遂行に当たっては、発注者と調整を図りながら、業務

の完成に最善の努力を払わなければならない。 

 

 （委託業務期間） 

第２条 委託業務の期間は、契約締結日から令和１０年３月３１日までとする。 

 

 （委託料） 

第３条 委託料は、金           円（うち取引に係る消費税及び地

方消費税の額          円）とする。 

 

（契約保証金） 

第４条（Ａ）契約保証金は、              円とする。 

２ 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 

３ 第１項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとす

る。 



 

（契約保証金） 

第４条（Ｂ）契約保証金は、免除する。  

 

（業務員） 

第５条 受注者は、委託業務に従事する者（以下「業務員」という。）について

名簿を作成し、この契約の締結後、速やかに発注者に提出するものとする。 

２ 受注者は、委託業務の履行のための連絡、確認を行う主任担当者を業務員の

中から１名定め、書面をもって発注者に通知する。また、発注者の主任担当者

は、財務部税務課税務電算グループマネージャーとする。 

なお、発注者及び受注者は、主任担当者の変更があった場合には、直ちに相

手方に対して、書面をもって通知するものとする。 

３ 発注者は、業務員が委託業務を行うことが不適当であると認められる場合

は、受注者に対し、当該業務員の交替を申し出ることができる。 

４ 受注者は、発注者から前項の申出があったときは、当該業務員を交替させる

ものとする。 

 

（権利の譲渡等の制限） 

第６条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得た場

合は、この限りでない。 

 

（再委託等の制限） 

第７条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせ

てはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得た場合は、こ

の限りでない。 

 

（資料の貸与等） 

第８条 発注者は、受注者に対し、委託業務の遂行に必要な資料を無償で開示又

は貸与するものとする。 

２ 発注者は、前項に規定するもののほか、受注者に対し、委託業務の遂行に必

要な情報を開示するものとする。 

 

（資料の管理） 

第９条 受注者は、発注者から貸与された委託業務に係る資料を善良なる管理者

の注意義務をもって管理保管し、かつ、委託業務以外の用途に使用してはなら

ない。 



２ 受注者は、発注者から開示又は貸与された委託業務に係る資料を発注者の書

面による事前の承認なく、複製し、又は委託業務の作業場所から持ち出しては

ならない。 

 

（委託業務内容の変更等） 

第10条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は

委託業務を一時中止することができるものとする。この場合において、委託料

又は委託業務期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して書

面によりこれを定めるものとする。 

２ この契約について青森県財務規則（昭和 39 年３月青森県規則第 10 号）

第 169 条の２の規定の適用を受けた場合における前項の規定の適用につ

いては、同項後段中「書面」とあるのは、「変更内容を記録した電磁的記

録」とする。 

 

（秘密の保持） 

第11条 受注者は、委託業務の作業上知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目

的に使用してはならない。この契約の終了又は解除後においても、同様とする。 

 

（個人情報の保護） 

第12条 受注者は、委託業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記

１「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

 （成果品の納入） 

第13条 受注者は、別紙仕様書及び発注者の指定する日までに、成果品を納入す

るものとする。 

 

 （業務完了報告及び完了確認） 

第14条 受注者は、委託業務に係る各年度における委託業務が完了したときは、

納税通知書等作成業務委託完了報告書（様式第１号）を発注者に提出するもの

とする。 

２ 発注者は、前項の規定により完了報告書の提出を受けた場合は、当該提出を

受けた日から起算して 10 日以内に、完了報告書を審査し、必要に応じて実地調

査を行うことにより、委託業務の実施の状況が契約の内容に適合するかどうか

の検査を行うものとする。 

３ 発注者は、前項の規定による検査により、委託業務の実施の状況が契約の内

容に適合しないと認める場合は、これに適合させるための措置をとるべきこと

を受注者に対して指示するものとする。 



４ 受注者は、前項の規定による指示に従って措置をした場合には、その結果を

発注者に報告するものとする。 

５ 第２項の規定は、前項の規定により受注者から報告があった場合について準

用する。 

６ 受注者は、第２項の完了確認後に、種類、品質又は数量に関して契約の内容

に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）があるときは、確認完了の

日から１年間担保の責めを負うものとする。ただし、発注者の責めに帰する理

由により生じたものについては、この限りでない。 

７ 前項の場合において、発注者は受注者に対し、期限を定めてその契約不適合

の補正を請求し、又は補正に代え若しくは補正とともに損害の賠償を請求する

ことができる。 

 

（委託料の支払） 

第15条 受注者は、前条第２項（同条第４項の規定により適用される場合を

含む。）の規定による検査に合格したときは、業務委託料請求書（様式第

２号）により委託料の支払を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による業務委託料請求書を受理した日から起算し

て 30 日以内に委託料を受注者に支払うものとする。 

３ 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として委託料を支払う

ものとする。 

 令和８年度 金           円 

 令和９年度 金           円 

４ 受注者は、発注者が必要であると認める場合は、年度ごとに請求可能な委託

料の９割以内の額を分割して請求することができる。この場合における様式

は、様式第２号に準ずるものとする。 

 

 （遅延利息） 

第16条 受注者は、その責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を履行

しなかった場合は、当該期限の翌日から履行した日までの日数に応じ、委託料

につき年３．０パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者

に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が 100 円未満である

とき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り

捨てるものとする。 

２ 発注者は、前項の遅延利息を委託料から控除するものとする。 

 

 （契約の解除） 

第17条  発注者は、次のいずれかに該当する場合には、この契約の全部又は一



部を解除することができる。 

（１）履行期限までに受注者がこの契約を履行する見込みがないと認められると

き。ただし、発注者の責めに帰する理由によるときはこの限りではない。 

（２）受注者が第６条、第７条、第９条、第 11 条又は第 12 条の規定に違反した

とき。 

（３）前号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約上の義務に違反したことによ

りこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。 

２ 前項の場合において、受注者に損害が生じることがあっても、発注者は、そ

の損害を賠償しないものとする。 

３  次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第１項第１号に該当する場合と

みなす。  

（１） 受注者について破産法（平成 16 年法律第 75号）の規定により破産手続開 

始の決定があった場合における同法の破産管財人  

（２） 受注者について会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定により更生 

手続開始の決定があった場合における同法の管財人  

（３） 受注者について民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定により再生 

手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等 

 

（違約金） 

第 18 条（Ａ） 発注者は、前条第１項の規定によりこの契約を解除した場合は、

委託料の100分の５に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものと

する。この場合において、違約金の額に 100 円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てるものとする。 

 

（契約保証金の帰属） 

第 18 条（Ｂ） 契約保証金（契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。）

は、受注者が前条第１項の規定によりこの契約を解除されたときは、発注者に

帰属するものとする。 

 

 （委託業務の実施に係る損害） 

第19条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する

理由による場合を除き、受注者の負担とする。 

２ 委託業務の実施に当たり受注者が第三者に及ぼした損害は、発注者の責めに

帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとす

る。 

３ 発注者は、第 17条第１項の規定によりこの契約を解除した場合において前

条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、当該違約金のほか、その



超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 

 

（義務の免除等） 

第20条 発注者受注者双方の責めに帰することができない理由により、受注者が

委託業務の全部又は一部を実施することができないときは、受注者は、発注者

の承認を得て、その全部又は一部についての義務を免れることができる。 

２ 発注者は、受注者が前項の規定により免れた義務に係る全部又は一部につい

ての委託料は支払わない。 

 

（暴力団の排除） 

第21条 受注者は、この契約を履行するに当たり、別記２「暴力団排除に係る特

記事項」を遵守しなければならない。 

 

（協議） 

第22条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と

受注者が協議の上定めるものとする。 

 

 

 

 

 上記契約の成立を証するため、この契約書を２通作成し、発注者と受注者が記

名押印の上、各自１通を保有するものとする。 

 

 

 

  令和８年  月  日 

 

 

発注者  青森市長島一丁目１番１号 

青 森 県 知 事 

宮 下 宗 一 郎 

 

 

            受注者   

 

 

    



 

注意 このページは契約書ではありません。 

 

 

契約保証金等に係る削除条項 

 

現金納付の場合 

       第４条（Ｂ）    第１８条（Ａ） 

 

実績により納付を免除する場合 

       第４条（Ａ）    第１８条（Ｂ） 

 

履行保証保険に基づく免除の場合 

       第４条（Ａ）    第１８条（Ｂ） 

 

 



 
別記１ 

 
 

個人情報取扱特記事項 
 

 
（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実
施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、当該事務に係る
個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 
（秘密の保持） 

第２ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだ
りに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

 
（適正な取得） 

第３ 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、
偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 

 
（安全管理） 

第４ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損
の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ
なければならない。 

 
（作業場所の特定等） 

第５ 受注者は、受注者の作業室内において、この契約による事務に係る個人
情報を取り扱わなければならない。 

２ 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契
約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、
若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 

 
（目的外利用及び提供の禁止） 

第６ 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事
務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に
提供してはならない。 

 
（複製の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理
するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複製し、
又はこれに類する行為をしてはならない。 

 
（再委託の禁止） 

第８ 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行
うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、
又はこれに類する行為をしてはならない。 

２ 前項の承認があり、同項の処理を再委託する場合は、受注者は再委託先（再
委託先が委託先の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第１項第
３号に規定する子会社をいう。）である場合を含む。）への必要かつ適切な
監督を行わなければならない（再委託先が再々委託を行う場合以降も同様と
する。）。 

 
 



（資料等の返還等） 
第９ 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、
又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務
完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が
別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 
（従業者への周知等） 

第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職
後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知
らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人
情報の保護に関する法律（平成15 年法律第 57 号）の規定により罰則が科される
場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を
周知させるものとする。 

２ 受注者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、
労働者派遣契約書に従事中及び従事後においても当該事務に関して知り得た
個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならな
いことを明記するものとする。 

 
（実地調査の受入れ） 

第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保する
ため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとす
るときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 

 
（事故発生時における報告） 

第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのある
ことを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものと
する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            別記２ 

 

 

暴力団排除に係る特記事項 

 

 

（総則） 

第１ 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月 青森県条例第9号)の基本理念に則り、

この特記事項が添付される契約（以下「本契約」という｡）及びこの特記事項を守らなけ

ればならない。 

（暴力団排除に係る契約の解除） 

第２ 発注者は、受注者（第 1号から第 6号までに掲げる場合にあっては、受注者、その

支配人その他経営に実質的に関与している者（受注者が法人の場合にあっては、その役

員、その支店又は契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している

者））が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 

(1) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。第 5号及び第 6号において同じ。）であ

ると認められるとき。 

(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に規定する暴力団を

いう。以下この項において同じ。）の威力を利用したと認められるとき。 

(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与（以下この号及び次

号において「金品等の供与」という。）をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援

する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 

(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する

こととなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 

(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 

(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用したと認められると

き。 

(7) その者、その支配人その他経営に実質的に関与している者（その者が法人の場合に

あっては、その役員、その支店又は契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質

的に関与している者）が第 1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら

当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認め

られるとき。 

(8) 第 1号から第 6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係

る下請契約、材料等の購入契約その他の契約（前号に該当する場合の当該契約を除く。）

について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償につ

いては、本契約の規定による。 

（不当介入に係る報告・通報） 

第３ 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、

発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行う

ものとする。 



様式第１号 

                             令和  年  月  日 

 

 

青森県知事 宮下 宗一郎  様 

 

 

                    住 所 

 

                    受注者 

 

 

業務完了報告書 

 このことについて、納税通知書等作成業務委託仕様書に従い、下記のとおり業務を完了し

たので報告いたします。 

 

記 

 

１ 業 務 名  納税通知書等作成業務 

２ 委 託 期 間 

 (１) 全 体 期 間  令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 

 (２) 今回の報告に係る期間  令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 

３ 成 果 報 告  別添のとおり。 



様式第２号 

                             令和  年  月  日 

 

 

 青森県知事 宮下 宗一郎 様 

 

 

                    住 所 

 

                    受注者 

 

 

業務委託料請求書 

 納税通知書等作成業務委託契約書に従って実施した委託業務の委託料を次のとおり請求し

ます。 

 

業 務 名 納税通知書等作成業務 

委 託 料 額 

総 額                         円 

今 年 度 分 

請求可能額 
①                         円 

今 年 度 分 

既 受 領 額 
②                         円 

今回請求金額（①－②）                         円 

残 額                         円 

振 込 先 銀 行 名 
      銀行   店    預金 

（口座番号：            ） 

 

 

 

 


